大阪府国民保護協議会 幹事会　結果概要

令和８年６月29日(月) 14:00～
大阪府新別館北館２階 危機管理センターＢ

■　開会挨拶（幹事長：府災害対策課長）
・　大阪府国民保護計画は平成18年の策定以降、10回変更しているが、直近の国民保護協議会の開催は平成26年度以来となり、約12年ぶりの開催である。
・　大阪府国民保護計画の変更について、本日６月29日付けで、大阪府知事から大阪府国民保護協議会会長あてに、国民保護法第37条第３項の規定により諮問する旨の文書が発出されており、国民保護協議会を８月24日に開催する予定である。
・　今回の変更については、国が定める「国民の保護に関する基本指針」が令和８年３月に一部変更されたことを受けて、その内容を本府計画に反映させるため、所要の変更を行うものである。
・　武力攻撃や大規模テロといった事態は決してあってはならないものであるが、万が一に備え、迅速かつ的確に国民保護措置を実施できるよう、あらかじめ具体的な対応を定めておくことが重要である。その観点から、国民保護協議会の皆様とは、日頃から意思疎通を図ってまいりたい。

■　議題　　大阪府国民保護計画の変更について
　　資料に基づき、事務局より説明
　　・　大阪府国民保護計画について
・　国民の保護に関する基本指針の一部変更（令和８年３月31日閣議決定）について
・　大阪府国民保護計画の主な変更点について
・　今後のスケジュールについて
　（資料）
　　 　　資料1 大阪府国民保護計画の変更について（諮問）
資料2 大阪府国民保護計画変更の概要
資料3 大阪府国民保護計画の新旧対照表
資料4 大阪府国民保護計画変更案
資料5 令和8 年度国民保護計画変更スケジュール（案）

■　質疑
　　質疑なし

